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第 2 章 ＶＦＭの把握とシミュレーションモデル 

  

2.1 第 2 次検討対象事業の特徴 

 

2.1.1 第 2 次検討対象事業の概要 

ＶＦＭ簡易シミュレーション第 2 次検討作業の対象としたのは、国土交通省所

管の施設のうち、サービスの対価が民間事業者のすべての収入となるタイプ(第一

次検討では対象としなかった事業種別)、及び、料金収入を伴うタイプの計 8 件の

事業で、具体的な事業概要は下表のとおりである。  

   

【表 2.1 ＶＦＭ簡易シミュレーション第 2 次検討選定事業一覧】 

担当部局 候補事業名 事業概要 

総合政策局 大規模グリーン・ 

リサイクル事業 

① 堆肥化 

② 木質バイオマス

発電 

国土交通省所管事業より発生す

る剪定枝等の植物性廃棄物を原料

とするリサイクル事業。生産物で

ある堆肥ないし電力は、公共が全

量買取。 

都市・地域整備局 

下水道部 

下水汚泥消化ガス 

発電事業 

下水汚泥処理工程より発生する

消化ガスを原料とする発電事業。

発電電力は公共が全量買取。 

都市･地域整備局 

住宅局 

 

市街地再開発事業に 

おける仮設店舗整備

事業 

市街地再開発事業における仮設

店舗の整備・運営事業。民間事業

者の付帯事業として、入居仮設店

舗の販売促進事業を独立採算事業

として行う。 

道路局 電線共同溝整備事業 電線共同溝の整備事業。民間事業

者の付帯事業として共同溝整備と

同時施工で電線の敷設工事を独立

採算事業として行う。 

河川局 河川マリーナ事業 護岸整備と有料マリーナの整

備・運営事業。護岸整備事業には

施設整備費等のサービスの対価を

支払い、有料マリーナ事業は独立

採算で運営。 

都市・地域整備局 

公園緑地課 

都市公園における 

有料運動施設事業 

都市公園内において、複合型有料

運動施設の整備・運営事業。有料

プール事業には施設整備費等のサ

ービスの対価を支払い、その他の

施設は独立採算で運営。 
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担当部局 候補事業名 事業概要 

港湾局 旅客ターミナル施設

（港湾）整備事業 

旅客船利用者用ターミナル施設

の整備運営事業。民間事業者の付帯

事業として商業施設の整備・運営

事業を独立採算事業として行う。 

鉄道局 地下高速鉄道整備 

事業 

地下高速鉄道の整備・運営事業。 

 

2.1.2 第 2 次検討対象事業の分類 

対象 8 事業は単独の事業だけではなく、いくつかの事業を複合した事業も存在

する。そこで、構成する各事業単位で、民間事業者の収入の種類及び事業性格（Ｐ

ＦＩ事業か付帯事業か）に基づき整理すると、下表のように 4 種類に大別できる。 

 
民間事業者の収入の種類  

ＰＦＩ事業（特定事業） 付帯事業  

サービスの対価

（補助金を含む。） 

サービスの対価

（補助金を含む。） 

＋ 

利用料金収入 

利用料金収入 利用料金収入 

 

事業名 

第Ⅰ類型事業 
第Ⅲ類型 

事業 

第Ⅱ類型 

事業 
 

 

事業分類 

グリーン 

リサイクル 

事業 

リサイクル事業     

下水汚泥 

消化ガス 

発電事業 

ガス発電事業     

第Ⅰ類型

事業 

仮設店舗 

整備事業 

仮設店舗事業   テナント販促

事業 

 

電線共同溝 

事業 

共同溝整備事業   入溝工事業務  

河川 

マリーナ 

事業 

護岸整備事業  マリーナ事業   

第Ⅰ類型 

＋ 

付帯事業 

ないし 

第Ⅱ類型 

の 

複合事業 

都市公園に 

おける 

有料運動 

施設事業 

 温水プール事業 温浴施設等事業 

 

  

旅客 

ターミナル 

整備事業 

 旅客ターミナル 

事業 

 商業施設事業  

第Ⅲ類型 

＋ 

付帯事業 

ないし 

第Ⅱ類型 

の 

複合事業 

地下高速 

鉄道整備 

事業 

 鉄道事業    第Ⅲ類型

事業 
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（1）第Ⅰ類型事業単独事業 

民間事業者の事業費用の全てが公共施設の管理者等の支払うサービスの対価

により賄われるケース。ただし、事業における原料（刈草、剪定枝葉、消化ガス）

に変動（量及び質の変動）があり、これに伴って運転条件が変動する。 

・大規模グリーン・リサイクル事業 

・下水汚泥消化ガス発電事業 

 

（2）第Ⅰ類型＋付帯事業（独立採算事業）ないし第Ⅱ類型事業の複合事業 

民間事業者の事業費用の全てが公共施設の管理者等の支払うサービスの対価

（補助金も含む）により賄われる事業部分をＰＦＩ選定事業とし、ＰＦＩ事業の

範ちゅう外の付帯事業として独立採算事業が組み合わされたケース 

・仮設店舗整備事業 

・電線共同溝整備事業 

及び、民間事業者の事業費用のすべてが公共施設の管理者等の支払うサービスの

対価（補助金も含む）により賄われる事業（第Ⅰ類型ＰＦＩ事業）と、民間事業

者の事業費用を利用者の支払う利用料金収入1で賄う事業（第Ⅱ類型ＰＦＩ事業）

と二つのＰＦＩ選定事業を組み合わせたケース 

・河川マリーナ事業 

 

（3）第Ⅲ類型＋付帯事業（独立採算事業）ないし第Ⅱ類型事業の複合事業 

民間事業者の事業費用が公共施設の管理者等の支払うサービスの対価と利用

者の支払う利用料金収入で賄われる事業（第Ⅲ類型ＰＦＩ事業）とＰＦＩ事業の

範ちゅう外の付帯事業として独立採算事業が組み合わされたケース 

  ・旅客ターミナル施設（港湾）整備事業 

及び、民間事業者の事業費用が公共施設の管理者等の支払うサービスの対価と利

用者の支払う利用料金収入で賄われる事業（第Ⅲ類型ＰＦＩ事業）と、民間事業

者の事業費用を利用者の支払う利用料金収入で賄う事業（第Ⅱ類型ＰＦＩ事業）

との二つのＰＦＩ選定事業が組み合わされたケース 

・都市公園における有料運動施設事業 

 

（4）第Ⅲ類型単独事業 

民間事業者の事業費用が補助金（広義のサービスの対価）と利用者の支払う

利用料金収入で賄われるケース 

・地下高速鉄道整備事業（整備費に対する補助制度がある。） 

                         
1 利用料金収入は、本稿においては、単価と利用数量（需要量）との積として捉えるものとする。 
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【各事業類型の定義】 

 

 

 

 

 

（民間資金等活用事業推進委員会第 1 回総合部会（2004.1.13）資料 2-2） 

 

2.1.3 事業分類毎の特徴 

 

（1）第Ⅰ類型事業の特徴 

ＶＦＭの把握においては、昨年度検討した、いわゆるサービス購入型事業と

同様に、内閣府「ＶＦＭに関するガイドライン」に則してＶＦＭを把握すること

ができる。ただし、今回の対象事業はいずれも機械装置の運転・操業を行う事業

であり、かつ、原料の変動が予想されることから、プラントの安定操業リスクを

ＶＦＭ把握に当たってどのように取り扱うかがポイントとなる。この点について

は、「2.4 ＶＦＭ算定に当たっての留意点」の項において付言する。 

 

（2）第Ⅰ類型（ないし第Ⅲ類型）＋付帯事業（独立採算事業）の特徴 

民間事業者に、付帯事業部分の収入が発生するとともに、その事業リスクも

発生する点が特徴である。ＰＦＩ選定事業と付帯事業とを区分し、ＰＦＩ選定事

業部分のみで、民間事業として成立する水準のサービスの対価を確保することが、

ポイントとなる。なお、ＶＦＭの把握においては、ＰＦＩ選定事業と付帯事業と

をどのように区別するのか、また、付帯事業部分の収入及び費用をＶＦＭ算定上

どのように扱うかについては、「参考 付帯事業に関する考察」の項において付

言する。 

 

(3) 第Ⅱ類型事業の特徴 

 今回の検討対象事業で、第Ⅱ類型の単独のＰＦＩ事業はないが、第Ⅰ類型ＰＦ

Ｉ事業や第Ⅲ類型ＰＦＩ事業と組み合わせて行う事業の中に第Ⅱ類型ＰＦＩ事業

が存在する。 

 第Ⅱ類型ＰＦＩ事業の特徴は、施設の利用者からの利用料金収入で、すべての

事業費を賄うことから、財政負担が生じない。このため、従来手法での財政負担

額との比較を行う「ＶＦＭ」の概念では、事業実施の可否を判断できない。この

点については「2.2 「ＶＦＭ」とＰＦＩ事業としての実施判断」において記述す

る。 

第Ⅰ類型： 事業費の全部について、選定事業者が提供する公共サービスの対価と

して管理者等が選定事業者に支払う類型 

第Ⅱ類型： 公共サービスの受益者からの料金収入をもって選定事業者が事業費の

全額を賄う類型 

第Ⅲ類型：Ⅰ類型とⅡ類型のミックス型 
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(4) 第Ⅲ類型事業の特徴 

民間事業者が、需要変動リスクを負担してＰＦＩ事業を行う部分が存在する

点が特徴である。公共サービスの安定的な提供や受益者の負担能力の観点等から、

公共側が一部施設に対してサービスの対価を支払う、ないし補助金を直接交付す

ることにより支援するものであるが、民間事業者の収入と公共の支援が相互補完

関係にあることから、公共側の支援内容の適切な設定がポイントとなる。この点

については、「2.3 ＶＦＭ算定の考え方」の項において付言する。 
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2.2 「ＶＦＭ」とＰＦＩ事業としての実施判断 

2.2.1 「ＶＦＭに関するガイドライン」における整理 

平成 13 年 7 月 27 日公表の「ＶＦＭ（Value for Money）に関するガイドラ

イン」（民間資金等活用事業推進委員会）の冒頭に「ＶＦＭとは」として、以下の

説明がある（以下抜粋）。 

------------------------------------------------------------------------ 

（1）「ＶＦＭ」（Value for Money）とは、一般に、「支払に対して最も価値の高い

サービスを供給する」という考え方である。同一の目的を有する 2 つの事

業を比較する場合、支払に対して価値の高いサービスを供給する方を他に

対し「ＶＦＭがある」といい、残りの一方を他に対し「ＶＦＭがない」と

いう。 

（2）公共施設等の整備等に関する事業をＰＦＩ事業として実施するかどうかに

ついては、ＰＦＩ事業として実施することにより、当該事業が効率的かつ

効果的に実施できることを基準としている。ＰＦＩ事業として実施するこ

とが公共部門が自ら実施する場合に比べてＶＦＭがある場合、効率的かつ

効果的に実施できるという当該基準を満たす。したがって、ＰＦＩ事業と

しての実施を検討するに当たっては、ＶＦＭの有無を評価することが基本

となる。 

（3）基本方針においては、特定事業の選定の基準として同方針一 3（1）、（2）及

び（3）に評価基準を定めているが、これは上記のＶＦＭの評価と同じ趣旨

である。ＶＦＭを評価する要素としては、上記（1）のとおり、「支払」と

「サービスの価値」の 2 つがあるが、基本方針においては、「支払」は、事

業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値であり、「サービス

の価値」は、公共施設等の整備等によって得られる公共サービスの水準で

ある。 

（4）本ガイドラインにおいては、公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通

じた公的財政負担の見込額の現在価値を「ＰＳＣ」（Public Sector 

Comparator）といい、ＰＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通

じた公的財政負担の見込額の現在価値を「ＰＦＩ事業のＬＣＣ」（ＬＣＣ：

Life Cycle Cost）ということとする。 

（5）ＰＦＩ事業に関するＶＦＭの評価を行うに当たり、公共部門自らが実施す

る場合とＰＦＩ事業として実施する場合の公共サービス水準をどのように

設定するかによって評価の際の比較方法が異なる。同一の公共サービス水準

の下で評価する場合、ＶＦＭの評価はＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣとの比較

により行う。この場合、ＰＦＩ事業のＬＣＣがＰＳＣを下回ればＰＦＩ事業

の側にＶＦＭがあり、上回ればＶＦＭがないということになる。 
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（6）一方、公共サービス水準を同一に設定することなく評価する場合、ＰＳＣ

とＰＦＩ事業のＬＣＣが等しくても、ＰＦＩ事業において公共サービス水準

の向上が期待できるとき、ＰＦＩ事業の側にＶＦＭがある。また、ＰＦＩ事

業のＬＣＣがＰＳＣを上回っても、その差を上回る公共サービス水準の向上

がＰＦＩ事業において期待できれば、ＰＦＩ事業の側にＶＦＭがあるといえ

る。ただし、この場合においては、期待できる公共サービス水準の向上が何

らかの方法によりＰＳＣやＰＦＩ事業のＬＣＣと同一の尺度で定量化でき

ることが前提条件となる。 

（7）特定事業の選定の段階においては、民間事業者の計画がまだ明らかになっ

ていないことから、公共サービス水準を同一に設定した上でＰＳＣとＰＦＩ

事業のＬＣＣをそれぞれ算定し、これらを比較することが基本となる。この

場合、上記（5）に従い、ＶＦＭの有無を評価する。なお、ＰＳＣとＰＦＩ

事業のＬＣＣに差が見られない場合には、他の要素も考慮した上で、法の趣

旨に照らし当該事業をＰＦＩ事業で実施すべきかどうかを評価するのが適

当である。 

（8）一方、民間事業者の計画が具体的に明らかとなった段階においては、当該

計画の公共サービス水準を評価し、これをＶＦＭの評価に加えることができ

る。この場合においては、上記（5）および（6）に従い、ＶＦＭの有無を評

価する。 

------------------------------------------------------------------------ 

以上を図示すれば、以下のようになる。 

 （従来型） 

 

 

 

 

 

 （ＰＦＩ） 

 

 

 

 

 

 注） 

 注）上図は概念図であり、個別事業における資金収受の権限を表すものではない 

【図 2.2.1：利用料金収入のない事業】 

公共主体 

（財政負担） 

 

 

市  民 

公共サービス（Ｓc） 

財政負担（Ｆc） 

公共主体 

（財政負担） 

 

 

市  民 
公共サービス 

（Ｓp） 

サービスの対価

（Ｕp） 

（補助金を含む。） 

財政負担（Ｆp） 

   ：資金の流れ、    ：サービスの流れ 

受益者 

受益者 ＰＦＩ 

事業者 
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Ｆc＝Ｆp の場合 ： Ｓc＜Ｓp であれば（ＰＦＩ事業に）ＶＦＭがある 

Ｓc＝Ｓp の場合 ： Ｆc＞Ｆp であれば（ＰＦＩ事業に）ＶＦＭがある 

同一の公共サービス水準の下で評価する場合、ＰＦＩ事業のＬＣＣ（上図にお

けるＦp に相当）がＰＳＣ（上図におけるＦc に相当）を下回ればＰＦＩ事業に

ＶＦＭがあり、また、ＰＳＣ（上図におけるＦc に相当）とＰＦＩ事業のＬＣＣ

（上図におけるＦp に相当）が等しくても、ＰＦＩ事業において公共サービス水

準の向上が期待できるとき、ＰＦＩ事業の側にＶＦＭがあることになり、いずれ

の場合にも、ＰＦＩ事業として実施することが、効率的かつ効果的に実施できる

ということになるものである。 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、計画段階では、民間事業者の提供する公共サービスの内容が明

らかにならないことから、公共サービス水準を同一に設定した上でＰＳＣとＰＦ

Ｉ事業のＬＣＣをそれぞれ算定し、これらを比較することが基本となる。 

 

 

 

 

 

 

注 1 ＰＳＣ（Public Sector Comparator） 

ＶＦＭの評価を行なう際に算出される、公共が当該事業を直接実施

した場合における事業期間全般にわたり公共が負担するコスト（ラ

イフサイクルコスト）の現在価値。 

注 2 ＰＦＩ事業のＬＣＣ（Private Finance Initiative Life Cycle Cost） 

ＰＦＩ事業において、プロジェクトの誕生から終了まで、つまり、

計画、施設の設計、建設に始まり維持管理、運営、事業終了までの

トータルにわたり公共が負担するコスト（ライフサイクルコスト）

の現在価値。 

 

以上の整理において留意するべき点は、上記のＶＦＭの把握の対象が、ＰＦＩ

事業の事業費が公共部門から支払われる料金で全て賄われる場合（第Ⅰ類型）を

前提としている点である。ＰＦＩ事業者の事業費の一部をサービスの受益者によ

り支払われる利用料金により賄う場合（第Ⅲ類型のＰＦＩ事業）、利用料金収入の

多寡により公的財政負担が増減することとなる。そのため、次項において、ガイ

ドラインの整理を基に、利用料金収入でＰＦＩ事業費の一部を賄うケースに関す

るＶＦＭの考え方を整理したい。 

◆ ＶＦＭ評価 ◆ 

  ＰＳＣ 注 1 ≧ ＰＦＩ事業のＬＣＣ注 2    ☛  ＶＦＭがある 

  ＰＳＣ   ＜ ＰＦＩ事業のＬＣＣ     ☛  ＶＦＭがない 
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2.2.2 利用料金収入のあるＰＦＩ事業のＶＦＭ 

 

(1) 利用料金収入が公的財政負担と相互補完的なＰＦＩ事業のＶＦＭ 

 

 （従来型） 

 

 

 

 

 

 

 （ＰＦＩ） 

 

 

 

 

 

 

 

 注）  

 注）上図は概念図であり、個別事業における資金収受の権限を表すものではない。 

【図 2.2.2：利用料金収入のある事業】 

 

従来型の場合、公共主体が提供する公共サービスＳc に対して、その事業費の

一部を利用者が利用料金という形で直接に負担する。どの程度の割合で受益者負

担を求めるかは、サービスの内容、受益者の負担能力などから、政策的に決定さ

れることになる。従って、公共サービス（Ｓc）の水準は、〔利用料金支払（Ｐc）

＋財政負担（Ｆc）〕と対応関係があることになる。 

ＰＦＩの場合、公共主体に替わって民間事業者（ＰＦＩ事業者）が公共サー

ビスＳp を提供し、サービスの受益者より利用料金支払Ｐp を得る（ＰＦＩ事業

者から見た場合、利用料金収入となる）。このため、公共サービス（Ｓp）を提供

するために要する費用のうち、利用者が「利用料金」の形で直接負担しない部分

の財政負担（Ｆp）は、公共施設の管理者等がＰＦＩ事業者に支払うサービスの

対価（Ｕp）やモニタリング費用などの形で現れることになる。 

公共主体 

（財政負担） 

 

 

市  民 

公共サービス（Ｓc） 

財政負担（Ｆc） 

公共主体 

（財政負担） 

 

 

市  民 

ＰＦＩ 

事業者 

公共サービス 

（Ｓp） 

サービスの対価 

（補助金を含む。）

（Ｕp） 

財政負担（Ｆp） 

利用料金支払（Ｐc） 

利用料金支払

（Ｐp） 

   ：資金の流れ、    ：サービスの流れ 

受益者 

受益者 
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Ｓc＝Ｓp、かつ、Ｐc＝Ｐp の場合： Ｆc＞Ｆp であれば（ＰＦＩ事業に）ＶＦＭ

がある 

従って、従来手法で提供される公共サービス（Ｓc）とＰＦＩ事業で提供され

る公共サービス（Ｓp）が同じ水準にあれば、従来手法の場合の〔利用料金支払

（Ｐc）＋財政負担（Ｆc）〕の合計額とＰＦＩ事業の場合の〔利用料金支払（Ｐp）

＋財政負担（Ｆp）〕の合計額を比較し、ＰＦＩ事業の合計額が少ない場合、ＰＦ

Ｉ事業にＶＦＭがあると言える。 

公共サービスの提供に要する費用の一部を利用者の支払う利用料金収入で賄

う事業は、利用料金収入の設定の程度に応じて財政負担額が増減することから、

このようなＰＦＩ事業を「利用料金収入が公的財政負担と相互補完的なＰＦＩ事

業」と呼ぶことができる。 

公共サービスの水準を一定と考える場合、簡便性のため、また、利用料金収

入の設定に恣意性が働くことを避けるために、利用者に負担を求める利用料金水

準を同一に設定すると想定する。このように、利用料金収入が公的財政負担と相

互補完的なＰＦＩ事業においても、利用料金収入がない事業の場合と同様、公共

サービスの水準が等しく、利用料金支払額が等しい場合であれば、公共体の負担

する財政負担を算定して、ＰＦＩ事業の場合の財政負担が少なければ、ＰＦＩ事

業が「支払に対して最も価値の高いサービスを供給する」（＝ＶＦＭがある）こ

とになり、ＰＦＩ事業として効率的かつ効果的に実施できるという判断を行うこ

とができる。 

 

 

 

 

（2）利用料金収入のみがＰＦＩ事業者の収入である事業の有為性の判定 

図 2.2.1 において、財政負担がない場合で、利用者の支払う利用料金収入の

みがＰＦＩ事業者の収入である事業は、公共サービスＳp を提供するためにＰＦ

Ｉ事業者が要した費用をすべて利用料金支払Ｐp で賄うことができるものであ

り、〔公共サービスＳp〕の提供に要する費用が〔利用料金支払Ｐp〕と同等とい

う関係になっている。 

このような事業は、従来型の場合も財政負担がない事業ということになるた

め、公共主体の財政負担を比較対象とするＶＦＭの概念でその実施の可否につい

て評価を下すことはできない（ＶＦＭの有無を判断することはできない）。「ＶＦ

Ｍに関するガイドライン」においては「利用者から徴収する料金ですべて賄い、

公共部門の支出が生じない事業（いわゆる｢独立採算型｣）についても、ＰＦＩ事

業として実施することにより効率的かつ効果的に実施できるかという評価を行

うものとする。」と規定しているが、具体的にどのようにして、「ＰＦＩ事業とし

て実施することにより効率的かつ効果的に実施できるかという評価を」行うかに
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ついてまでは規定していない。 

そこで、財政負担のないＰＦＩ事業（第Ⅱ類型事業）の実施の可否を評価す

る方法を検討すれば、例えば、以下のような方法が考えられる。 

① 事業採算の評価： 民間事業として成立するだけの収益性、安定性を有す

る事業であるかどうかの評価 

② 公共サービス提供の評価： 必要とされる公共サービスの質の確保が可能

であるかどうかに関する評価 

③ 受益者の負担可能性の評価： 公共サービスの提供に係る費用が利用者の

負担可能な範囲であるかどうかの評価 

④ 何らかの比較対象を設定しての評価：公共が実施するものとしてあえてＰ

ＳＣを算定し、その増減を評価 

どのような評価方法をとるかは、事業特性や事業目的等に応じて、公共施設

等の管理者の判断となるが、本稿においては、a）計画段階では民間事業者の提

供するサービス内容が明らかではないこと、b）受益者の負担可能性の評価は利

用料金収入の単価設定の問題として事業採算の評価と同時に行えること、c)公共

が自ら実施しない事業に関してＰＳＣを算定しても利用料金収入で事業費が賄

える範囲においては、差が生じないことなどから、事業採算の評価を中心として、

当該公共サービスの提供が、一定の利用料金収入の下で、民間事業としての収益

水準と安定性を有しているかという検証を行い、民間事業として成り立ち得る場

合はＰＦＩ事業として効率的かつ効果的に実施できるものと判断することとし

たい。 

なお、収入が利用料金収入に加えて施設整備に対する補助金収入がある事業

の場合、施設整備に対する補助金は財政負担であるので、補助金の増減を比較対

象としてＶＦＭの有無を論ずるという考え方もありうる。しかしながら､施設整

備に対する補助金は施設規模ないし投資規模に応じて独立的に決定されるもの

であり、利用料金収入と相互補完的な関係には立たないことになる。このため、

補助金以外の収入は全て利用料金収入である事業においては、必ずしも利用料金

収入＋補助金（公的財政負担）が事業費用総額と等しくならない場合もある。こ

のような場合には､補助金額の比較のみでは適切なＶＦＭ評価は行えない可能性

があり、利用料金収入のみがＰＦＩ事業者の収入である事業と同様に、財政負担

以外の評価によりＰＦＩ事業として実施することにより効率的かつ効果的に実

施できるかという評価を行うことが望ましい。 
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2.3 ＶＦＭ算定の考え方 

 

2.3.1 利用料金収入が公的財政負担と相互補完的なＰＦＩ事業における

公的財政負担の適切な設定 

「公共が支払うサービスの対価」と「利用者による利用料金収入」を共に収入

とする事業（都市公園における有料運動施設事業の中の温水プール事業及び、旅

客ターミナル施設（港湾）整備事業の中の旅客ターミナル事業）であるが、これ

らは、利用料金収入は見込めるものの、低廉な料金で広汎な利用を促す観点で、

施設が広く市民一般に利用可能な状態になっていることに対して価値を認め、施

設整備費ないし維持管理・運営費の一部を公共が負担することで、結果として利

用料金収入のウェイトが低減するものである。 
この場合、サービスの対価と利用料金収入は相互補完的な関係にある。利用料

金収入額を大きく設定すればサービスの対価の支払いは少なくて済むため、かか

る事業の場合、利用料金収入額の多寡がＶＦＭ評価に影響を与えることになる。 

「ＶＦＭに関するガイドライン」においては、「特定事業の選定の際のＰＳＣ

及びＰＦＩ事業のＬＣＣの算定においては、原則として、公共サービスの水準を

同一に設定した上で算定を行うのが適当である。」と規定されている。利用料金は

すなわち料金を支払う利用者に与えるサービス水準と捉えることが可能であるの

で、かかる事業のＶＦＭ評価に当たっては、まず、従来型事業として行う場合と

ＰＦＩ事業として行う場合の利用料金収入は同一金額に設定する必要がある。 

次に、民間事業者の収支状況を検討し、民間事業としての事業性を確保するた

めに必要なサービスの対価等のＰＦＩ事業費の負担方法として最も効果的な公共

負担の方法と金額を設定し、その負担額を従来型の場合の財政負担額と比較して

ＶＦＭの有無を評価することとする。 

実際の事業に当たっては、利用料金単価を低めに設定し、利用者数の増加を図

ることにより利用料金収入を同水準に保つという考え方を採る場合もあれば、更

に進んで、利用料金収入の増加を図るという考え方もある。第 2 次検討において

は、簡易化の観点から、利用料金総額ベースで考えることにするとともに、ＰＦ

Ｉ事業者のサービス内容が明らかでない計画段階で、ＰＦＩ事業のみの利用料金

収入を増加させる合理性は把握し難いため、事業の実施に際して安全サイドに立

ち、恣意性を排除するためにも、かかる事業の利用料金収入は一定レベルに固定

し、感度分析のパラメータの対象とはしていない。 

実際の事業においては、事業の安定的な遂行を確保する観点から、利用料金収

入が過大に見込まれていないか、事業費用が過小に見込まれていないかを十分に

検討、評価することが必要である。 
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2.3.2 利用料金収入のみを収入とするＰＦＩ事業の取扱い 
第 2 次検討対象事業のうち、都市公園における有料運動施設事業の一部である

温浴施設事業、河川マリーナ事業の一部であるマリーナ事業は利用料金収入で費

用をすべて賄っているケースであり、また、地下高速鉄道整備事業（整備費に対

する補助制度がある）は、利用料金収入を主たる収入とするケースで実質的に同

種の事業として捉えることができる。 

このような事業については、財政負担の軽減分をＶＦＭと捉えてＰＦＩ事業の

実施を検討するのではなく、事業として「効率的かつ効果的に実施でき」るか、

否かという観点で、ＰＦＩ事業の実施を判断することになる。 

第 2 次検討においては、これらの事業の場合、「利用者から徴収する料金」で

費用を賄うという視点に立って、想定される利用料金収入の下で、事業として成

立する収益水準と安定性（余裕度）を有していれば、「効率的かつ効果的」に実施

できるという事業採算の評価を行うこととした。具体的には、このような収益水

準と安定性（余裕度）を図る指標として、各事業についてのＰＩＲＲ、ＥＩＲＲ、

ＤＳＣＲの算定を行うこととした。 

なお、第 2 次検討作業においては、各事業の利用料金収入額の多寡が事業性を

左右する最大の要因となるものであることから、利用料金収入の変動の影響度合

いを把握するために、かかる事業の利用料金収入の変動可能性を感度分析のパラ

メータのひとつとした。ただし、都市公園における有料運動施設事業については、

施設の種類（温浴施設、飲食施設、トレーニングセンター）を変えることにより、

事業としてバリエーションを増す工夫を加えている。 
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2.4 ＶＦＭ算定に当たっての留意点 

 

（1）利用料金収入の需要変動リスクの把握 

利用料金収入のみを収入とするＰＦＩ事業の場合、利用料金収入に関する需要

変動リスクをすべて民間事業者が負担することになる。民間事業者の創意工夫に

より適切な運営が行われ、需要変動リスクを克服することを期待するものである

が、反面、需要変動は天候や流行、あるいは周辺事業環境の変化など、事業者の

コントロール不可能な原因によって引き起こされる場合も多い。例えば、天候要

因に基づく需要変動は、「天候デリバティブ」と呼ばれる手法によりリスクヘッ

ジすることも可能となっているが、その他の要因による需要変動リスクをヘッジ

する有効な手段は限られており、事業の内容によっては、将来需要の想定が難し

く、結果として過大な需要変動リスクを負担してしまうこともある。 

ＰＦＩ事業として実施する場合は、安定的なサービスの提供が求められるとこ

ろであり、事業計画の検討に当たっては、事前に需要量の適切な見積を行うとと

もに需要変動リスクの大きさ（発生の可能性の高さと発生した場合の影響度合

い）を慎重に検討し、民間事業者の創意工夫の余地とＰＦＩ事業者にとって過大

な需要変動リスクを負担することにならないような事業スキームの構築を行う

必要がある。（ＰＦＩ事業者の負担する需要変動リスクがあまりにも大きい場合

には、事業内容や政策目的等に基づき、公共サービスの提供として公共体が一定

の財政的負担を行うことが容認される事業であれば、安定化方策として、ＰＦＩ

事業者が負担する費用の一部をサービスの対価として公共部門が支払うという

事業スキームに変更することも必要であろう。例えば、都市公園における有料運

動施設事業の一部である有料プール事業は、低廉な料金で広く一般市民の利用を

促進する観点から、施設が広く市民一般に利用可能な状態になっていることに対

して価値を認め、施設整備費、維持管理・運営費の一部をサービスの対価として

支払うこととしている。） 

注）天候デリバティブ：冷夏、長雨、暖冬、豪雪などの異常気象・天候不順により、売上高が減少した

り、あるいは費用がかさんでしまったりした場合に被る損失（天候によるリスク）を軽減するため

の商品。一定額のプレミアム料（手数料）を支払い、被る天候リスク（異常気象・天候不順といっ

た気象現象）を、気温や降水量、降雪量、風速などの気象データを用いて指数化し、あらかじめ取

り決めした指数と、実際の気象現象によって得られた指数との差異に応じて、金銭（補償金）が支

払われる。 

 

（2）適切な利用料金収入の設定 

需要変動リスクの適切な見積もりの前提として、基準となる需要見通しが適切

に設定されることが望ましい。 

特に、利用料金収入とサービスの対価とが収入となるような事業の場合、実際

の事業の事業者選定段階において、利用料金収入を多めに見込むことによって公
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共部門の財政負担であるサービスの対価を圧縮し、有利な評価を引き出そうとす

る動きもある。実態以上に過大な需要を見込むことは事業の安定性を損なうこと

になり、公共部門にとってもデメリットとなるものである。 

このような動きを防止し、過大な需要想定とならないようにするためには、事

業計画段階において実態把握のための慎重な検討を行うことが必要である。次い

で、事業スキームの構築や事業者選定に当たって、事業者側において需要見込み

の「背伸び」現象が起こらないような配慮ないし工夫が必要である。 

また、地域交流拠点として、より多くの市民に利用してもらうことを目的とす

るような事業の場合、利用者数の増加のために民間事業者は創意工夫を凝らすこ

とになるが、過度な価格競争を誘発しないような配慮が必要である。 

 

（3）操業リスクの負担 

需要変動リスクは市場動向の適切な把握と分析により金利設定に反映可能な

リスクであるが、プラントの操業リスク等は金融機関の立場では把握しがたいリ

スクであるため、金利設定への反映は難しい。事業を実施する側において十分な

リスク対応策を準備する必要がある。事業者の選定方法などにも関係する事項で

あるが、今回の検討に当たっては、原料の変動リスクやプラントの操業リスク等

の事業者の「運転能力」については、十分な実績のある技術あるいは事業者が選

定されている、ないし、事業者の関係者の間で適切なリスク対応策がとられる、

という前提で金利の設定を行った。 

実際の事業においては、事前調査ないし基本計画検討の段階で、プラント操業

面での技術的な難しさや課題に関して慎重な検討が必要となる。 

また、実際の事業においては、事業の運営リスクの内容に応じて、出資金や出

資者による劣後ローンなど出資者の責任による資金のウェイトを大幅に引き上げ

るなど、資金調達面においても別途の対応が必要になることが想定される。 
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2.5 ＶＦＭシミュレーションモデルの概要 

 

2.5.1 ＶＦＭシミュレーションモデルのタイプ 

第 1 次検討対象事業のＶＦＭ算定時にＶＦＭシミュレーションモデルを構築し

た。モデルには 4 つのタイプがあり、資金調達方法（補助金、地方債等）や公共

の収入としての税収の対象等は事業主体ごとに異なることに対応し、以下のとお

り事業主体別モデルとなっている。従って、補助金等はそれぞれの事業主体に応

じて、財政負担ではなく、収入として把握される場合がある。 

• model A:  国が事業主体であり国単独の支払いとなる事業 

• model A-2: 国が事業主体であり、国が支払うほかに都道府県に負担金を

求める事業 

• model B:  都道府県が事業主体であり、都道府県が支払い、国は各制度

に準じた補助金を支払う場合 

• model C:  市町村が事業主体であり、市町村が支払い、国・県は各制度

に準じた補助金を支払う場合 

今回の第 2 次検討において用いたＶＦＭシミュレーションモデルでは、ＰＦＩ

事業者の収支シミュレーションを本体事業と付帯施設・事業、あるいは複合施設・

事業毎に区分経理し、部門別収支とそれを合算した全体の事業収支を把握できる

ようにした。 

なお、基本的な構造は、今回の第 2 次検討対象事業に使用したＶＦＭシミュレ

ーションモデルも第 1 次検討対象時に使用したモデルと同じである。 

モデルの内容・算定手順は、「国土交通省所管事業を対象としたＶＦＭ（バリ

ュー・フォー・マネー）簡易シミュレーション 第一次検討確定版」の第 3 章に

詳しい解説を記載しているので、こちらを参照されたい。 

 

2.5.2 第 2 次検討対象事業に使用したＶＦＭシミュレーションモデルの特徴 

今回の第 2 次検討対象事業に使用したＶＦＭシミュレーションモデルの特徴は、

主に以下の 2 点に集約される。 

① 施設整備を伴う事業単位ごとにＰＩＲＲ、ＤＳＣＲ、ＥＩＲＲを計算できる

ようにしたこと。さらに、そのために、各事業単位での想定資本金などを自

動計算できるようにしたこと。 

② ＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣの収入項目で利用料金収入を設定し、利用料

金収入の多寡により、ＰＦＩ事業者へ支払うサービスの対価の想定額を変動

可能としたこと。 
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・ＰＩＲＲ ＞ 資金調達コスト＋αであること 

・ＥＩＲＲが出資者（スポンサー）の投資判断基準を上回っていること 

・ＤＳＣＲ ＞ 事業期間中各年の値が少なくとも 1.0 より大きいこと 

・運転借入金が発生していないこと 

2.5.3 本試算における事業性評価及びＶＦＭ達成の判断 

ＶＦＭ算定に当たって、ＰＦＩ事業において公共より支払われるサービスの対

価を収入とする民間事業が、民間事業として成り立つだけの収益性、安定性を有

することが必要であり、この判断としてはＰＩＲＲ、ＤＳＣＲ、ＥＩＲＲの値を

メルクマールとして判定することになる。 

具体的な判断に当たっての各指標の基準値は、事業の内容、方式、期間や発注

主体並びにその時々の経済・金融環境等により異なり得るものである。例えば、

ＥＩＲＲは資金調達方法や資金の構成の違いにより上下し、事業内容に応じて適

切な資本構成も異なるため、一律に適切なＥＩＲＲ水準を設定することは困難で

あり、具体的な判断に際しては、事業性の評価は、ＥＩＲＲのみで行うものでは

なく、ＰＩＲＲ、ＤＳＣＲなどの指標とあわせて総合的に判断することが肝要で

ある注）。以下に最低限の目安を掲げたが、実際の事業の検討に当たっては、個別

事業ごとにこうした要素を踏まえて、より適切な基準値を設定する必要がある。 

【事業性評価の最低基準】 

 

 

 

 

 

 

注）事業化の各段階における事業性の評価 

事業の計画段階において公共が行う事業性の評価、応募者が事業実施計画作

成段階における事業性の評価、さらに、事業者決定後に金融機関が行う事業性の

評価は、立場と評価の時期が異なることから、同じ指標を使用しても、おのずか

らメルクマールや重視するポイントが異なることになる。 

事業の計画段階にある発注者は、事業契約の内容や関係者間でのリスク分担

が確定している段階ではないので、あくまで事業実施の可否を判断する目安とし

て、事業により民間事業者が得られる収益を表すＰＩＲＲを中心として、比較的

余裕をもった水準（高めの水準）で事業性を評価することが望ましい。 

応募者の事業実施計画作成段階においては、公共が提示したリスク分担を基

に、一定の想定のもと、需要想定と収支見込を算出し、総じて投資に対するリタ

ーンとしてのＥＩＲＲを中心とした評価になる。 

そして、ＰＦＩ事業者に融資する立場の金融機関は、ＰＦＩ事業者が作成し

た事業実施計画と事業契約の内容に則して、ＰＦＩ事業者であるＳＰＣが負担す
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るリスクと、更に、そのリスクが関係者間でどのように分担されるか等のリスク

対応策の内容等などを加味して評価し、総じて、債務返済の余裕を表すＤＳＣＲ

を中心とした評価になる。 

なお、繰り返しではあるが、具体的な事業の検討に当たっては、ＰＩＲＲ、

ＥＩＲＲ、ＤＳＣＲはすべての事業に画一的・固定的な数字があるものではなく、

あくまで、事業内容に則して、かつ、その時々の金融環境、経済環境を踏まえて

総合的に評価するものであることに留意されたい。
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2.6 前提条件の設定 

今回の検討においても、シミュレーションモデルでは、これまでと同様に、仮

に想定したリスク分担を基に、ＰＳＣ算定、ＰＦＩ事業のＬＣＣ算定それぞれに

おける各種費用、金利、リスク調整等の各要素について簡易な条件設定を加え、

各々の事業につき事業期間にわたる収支計算を行った。以下に各事業に共通する

前提条件を表示する。個別事業毎の計算前提は第 3 章の様式 1 及び 5 を参照され

たい。 

なお、事業を取り巻く経済・金融環境等により、ＰＦＩの原則的考え方と現実

の対応が異なる対応がなされている場合がある。本算定の前提条件の設定に際し

ては、現状で行われている対応を基に算定を行ったが、その場合は、原則的考え

方についても併記した。 

 

2.6.1 ＰＳＣ算定に反映している要素と反映していない要素 

第 2 次検討対象事業においては、従来型で公共が事業を実施する場合の公的財

政負担の現在価値（ＰＳＣ）を算定する上で必要な各々の項目を以下のとおり設

定した。 

第 1 次検討対象事業の算定時の設定と共通する項目については、原則として、

その際の考え方を踏襲している。 

 

項目 前提条件・前提値 主な考え方 

補助金 現行の補助制度に

定められた補助率

分の支給がなされ

るものと仮定 

・ 補助金が支給されるまでの一時借入等

の金利分については計上していない。 

開業費 

（入札等事業化

事前費用） 

計上していない ・ 開業費はかなりの額に上るものであ

り、事業規模によっては開業費がＶＦ

Ｍ算定に与える影響も大きくなる可能

性もあるため、実際の事業化の検討に

当たっては可能な限り把握、設定する

ことが必要である。 

・ 今回の試算では、ＰＳＣとＰＦＩ事業

のＬＣＣともに詳細な開業費の把握は

データの制約から困難なため、簡略化

することとし、計上していない。 

公共が実施する

設計・建設費等 

各事業の内容に基

づき概算値を設定 

・ 算定の対象とされた事業ごとに事業内

容に基づき概算した数値を計上した。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

公共が実施する

維持管理・運営

費等 

各事業の内容に基

づき概算値を設定 

・ 算定の対象とされた事業ごとに事業内

容に基づき概算した数値を計上した。 

・ 事業によっては、維持管理のみで運営

のないものもある。 

・ 今回の対象事業においては、原則とし

て大規模修繕部分は維持管理・運営費

に含んでいない。 

起債充当率 事業ごとに実際に

用いられる率を固

定値として採用 

・ 事業ごとに実際に用いられる率を固定

値として採用し、その率に応じた資金

調達を行うものとして計上した。 

金利（起債） 全事業一律 3.0％ ・ 過去 10 年間（平成 4 年度～平成 13 年

度）の地方債（10 年物）の平均利率が

2.940％であることから、その近似値と

して一律 3.0％と設定した。 

・ 割引率は 4.0％としている（後述）の

で、地方債金利を上回っている点は留

意が必要である。 

リスク調整 公共が潜在的に負

っていたリスクの

定量化は行ってい

ない 

・ 本来は、民間にリスク移転を行う場合、

従来は公共が潜在的に負っていたリス

クとそれを請け負ったＰＦＩ事業者の

リスクとの双方を数値化することによ

り、適正なＶＦＭが算定されるもので

ある。 

・ ＰＦＩの場合は、民間事業者が保険の

付保によりリスクを軽減するなどの対

応をとるため、リスクは明確に費用と

して計上される。一方、公共が潜在的

に負っていたリスクについては、リス

ク項目自体が同定されていない、定量

化の手法が確立されていないなど、現

在定まっていない事柄が多く、今後の

課題として認識される。 

・ 今回の算定では、モデルの簡易化の観

点から、計上していない。 

事務的経費 計上していない ・ 従来の事業執行における維持管理・運

営段階での公務員給与等の事務的な経

費は計上していない。 

注） 「開業費」は事業を実施するための準備費用として支出されたものを指すものであり、企業が繰延

資産に計上する税法上の｢開業費｣より広義のものである。 
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2.6.2 ＰＦＩ事業のＬＣＣ算定に反映している要素と反映していない要素 

第 2 次検討対象事業においては、ＰＦＩ事業として実施する場合のＬＣＣの現

在価値を算定する上で必要な各々の項目を以下のとおり設定した。 

第 1 次検討対象事業の算定時の設定と共通する項目については、原則として、

その際の考え方を踏襲している。 

 

 

項目 前提条件・前提値 主な考え方 

補助金 現行の補助制度に

定められた補助率

分の支給がなされ

るものと仮定 

・ 補助金が支給されるまでの一時借入等

の金利分については計上していない。 

納税（税収） 現行制度に照らし

て、必要な納税（公

共 に と っ て は 税

収）分を計上 

・ 算定の対象とされた事業の事業主体

（国、県、市町村等）と事業種別によ

って、現行制度に照らして必要な納税

（公共にとっては税収）分を計上した。 

・ 付帯事業において発生した納税分は公

共の税収として考慮していない。 

開業費 

（入札等事業化

事前費用） 

計上していない ・ 開業費はかなりの額に上るものであ

り、事業規模によっては開業費がＶＦ

Ｍ算定に与える影響も大きくなる可能

性もあるため、実際の事業化の検討に

当たっては可能な限り把握、設定する

ことが必要である。 

・ 独立採算事業を含む場合は、需要想定

等のより詳細な検討が必要となり、こ

れらに費用も発生する。 

・ 今回の試算では、ＰＳＣとＰＦＩ事業

のＬＣＣともに詳細な開業費の把握は

データの制約から困難なため、簡略化

することとし、計上していない。 

不動産取得税・ 

登録免許税 

不動産取得税・登

録免許税の算定に

当たり前提となる

固定資産税評価額

は、初期投資額の 7

割と設定 

・ 本来であれば、建物の劣化に伴い固定

資産評価額は逓減すると考えられる

が、事業資産ごとに適切な逓減率を設

定することは困難なため、本試算にお

いては簡略化した。 

・ ＢＯＴ方式の場合のみ発生する。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

ＰＦＩ事業者が

実施する設計・

建設費等 

事業ごとに当該事

業の特性に応じて

設定 

・ 算定対象事業に対し、ＰＦＩ事業者が

独自のノウハウを活用することで結果

としてどの程度の経費削減を達成でき

るかについては、まず適切なリスク分

担を確定させた上で、民間よりヒアリ

ング等を行うことにより、その経費削

減率が把握されるものであり、その過

程を経ずに公共が一方的に定めること

はできない。 

・ 今回の試算では、公共が実施する設

計・建設費等を 100％とし、それに対

し事業の特性に応じて 100％～80％に

変動させ感度分析の対象とした。 

・ ＰＦＩ事業者から設計・建設会社に対

する委託・請負業務として実施される

場合が一般的で、ＳＰＣのマネジメン

ト業務費用が含まれる。実際の事業に

おいて、マネジメント業務に要する費

用がある程度想定できる場合には、施

設整備費、維持管理・運営費とは別に

一括して把握、計上することも重要。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

ＰＦＩ事業者が

実施する維持管

理・運営費等 
 

事業ごとに当該事

業の特性に応じて

設定 

・ 算定対象事業に対し、ＰＦＩ事業者が

独自のノウハウを活用することで結果

としてどの程度の経費削減を達成でき

るかについては、まず適切なリスク分

担を確定させた上で、民間よりヒアリ

ング等を行うことにより、その経費削

減率が把握されるものであり、その過

程を経ずに公共が一方的に定めること

はできない。 

・ 今回の試算では、公共が実施する維持

管理・運営費等を 100％とし、それに

対し事業の特性に応じて 100％～80％

に変動させ感度分析の対象とした。 

・ ＰＦＩ事業者から各業務の専門企業に

対する委託業務として実施される場合

が一般的で、ＳＰＣのマネジメント業

務費用が含まれる。実際の事業におい

て、マネジメント業務に要する費用が

ある程度想定できる場合には、収入構

造の形態に応じて収入・費用が増減す

ることにも考慮し、施設整備費、維持

管理・運営費とは別に一括して把握、

計上することも重要。 

利用料収入 事業ごとに当該事

業の特性に応じて

設定 

・ 今回の試算では、事業ごとに当該事業

の特性に応じて設定するとともに、事

業特性に応じて、一部の事業では感度

分析の対象とした。 

土地賃借料 事業ごとに当該事

業の特性に応じて

設定 

・ 独立採算事業の場合には、民間事業者

に土地を有償で貸し付けるケースも存

在する。 

税引後利益 税引後利益は事前

に取り出して設定

する性格のもので

はない  

・ ＰＦＩ事業者は、設計、建設、維持管

理・運営の各段階で必要な経費に自ら

の税引後利益を加えて事業を実施す

る。この税引後利益は、公共が支払う

に適切な費用でなければならない。 

・ なお、税引後利益は事前に取り出して

設定する性格のものではなく、適切な

ＰＩＲＲ、ＤＳＣＲ、ＥＩＲＲなどを

達成し得るサービスの対価を支払うこ

とにより、適切な事業者の利益が確保

されることになる。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

金利 

（民間借入れ） 

 

基準金利を 3.0％

とし、事業の特性

（ 総 合 リ ス ク 評

価 ） に 応 じ て 、

3.0％＋1.0％、＋

1.5％、＋2.0％の 3

段階を設定 

・ ＰＦＩ事業には各々の事業に応じた官

民のリスク分担があり、また保険によ

るリスクヘッジ（リスク転嫁）や出資

者などの事業関係者によるリスク分担

を図るか否かによって、事業の安定性

を踏まえた金利の設定は当然変わる。 

・ この点を踏まえつつ、簡易にシミュレ

ーションを行うため、仮に想定したリ

スク分担に従い、比較的リスクの高い

もの、中程度のもの、低いものの 3 段

階に分類して、リスクの低いものから

順に 0.5％の差を設けて民間借入れの

金利を設定する方針とした。 

・ 本来は、金利の設定に当たっては、事

業の内容、方式、期間や発注主体リス

ク、民間事業者関係者間でのリスク分

担並びにその時々の経済・金融環境等

により変化し得るものであり、固定的、

絶対的な数値ではない。 

・ 従って、実際の事業の検討に当たって

は、こうした要素を踏まえた上で、金

利を設定することが必要である。また、

基準金利を 3.0％とした根拠として

は、過去 10 年間（平成 4 年度～平成

13 年度）の 10 年物金利スワップレー

トは 3.054％であることから、本試算

においては近似値 3.0％を採用したも

のである。 

公共負担管理費 計上していない ・ 維持管理・運営段階におけるＰＦＩ事

業に関する管理業務をＰＦＩ事業者に

委託することなしに公共が実施する費

用である。実際の事業化の検討に当た

っては可能な限り把握、設定すること

が必要である。 

・ 公共の職員の人件費等については、一

般的には対象とする事業に職員が専属

で関わっているものではないため設定

が困難であり、今回の試算では簡略化

のため計上していない。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

モニタリング費 計上していない ・ 公共がＰＦＩ事業者をモニタリング

（監視）するために必要な費用である。

実際の事業化の検討に当たっては可能

な限り把握、設定することが必要であ

る。 

・ 公共の職員の人件費等については、一

般的には対象とする事業に職員が専属

で関わっているものではないため設定

が困難であり、今回の試算では簡略化

のため計上していない。 

固定資産税・ 

都市計画税 

固定資産税及び都

市計画税の算定に

当たり前提となる

固定資産税評価額

は、初期投資額の 7

割と設定 

・ 本来であれば、建物の劣化に伴い固定

資産税評価額は逓減すると考えられる

が、事業資産ごとに適切な逓減率を設

定することは困難であるため、本試算

においては簡略化した。 

リスク 「保険料」と「民

間 借 り 入 れ の 金

利」に反映 

・ 民間事業者がそのリスクをいくらで負

うのかという点については、「保険料」

と「民間借り入れの金利」の設定とい

う 2 つの点で数値化を試みた。 

・ 市中に相応の保険が商品として存在す

るケース（例えば、財産保険、施設賠

償責任保険等）については、積極的に

保険料として計上する方針とした。 

・ しかし、保険料としての数値化が困難

なものについては、民間借り入れの金

利に影響が及ぶという整理とした。 

その他   

 配当制限 毎期の利益を可能

配当利益として計

算 

・ 利益の配当については商法上の制限が

ある（商法第 290 条及び第 288 条）が、

本試算では、簡略化のため、毎期の利

益を配当可能利益として計算した。 

・ 実際のＰＦＩ事業の検討に当たって

は、実質配当可能額により計算するこ

とも検討することが望ましい。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

その他   

 返 済 準 備 金

積立 

簡便化のため、 

省略 

・ 返済準備金積立は、維持管理・運営業

務において想定外の資金需要が発生し

ても借入金返済に支障をきたさないよ

うにするため、金融機関の要請に基づ

いて積立を行うものである。 

・ 実際のＰＦＩ事業の検討に当たって

は、財務上の安定化に配慮し、事業の

性格や収入構造の形態により、個別事

業ごとに対応を検討することが望まし

い。 

 消費税 簡便化のため、 

省略 

・ 実際のＰＦＩ事業においては、ＰＦＩ

事業者には消費税が課税されるため、

実際の資金調達には設備投資に消費税

相当額を加えた金額が必要となる。ま

た、消費税を含んで金利の対象となる

ことに留意する。 

・ ただし、消費税相当額の資金調達方法

と税務処理方法は民間事業者の任意の

選択によるものであり、計算に際して

は一定の方法を仮定する必要がある。 

注） 「開業費」は事業を実施するための準備費用として支出されたものを指すものであり、企業が繰延

資産に計上する税法上の｢開業費｣より広義のものである。 
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2.6.3 その他の基本的な設定条件（共通項目） 

その他の基本的な前提条件については、以下のとおり設定した。 

第 1 次検討対象事業の算定時の設定と共通する項目については、原則として、

その際の考え方を踏襲している。 

 

項目 前提条件・前提値 主な考え方 

現在価値化する

際の割引率 

4％ ・ 「社会資本整備に係る費用対効果分析

に関する統一的運用指針（平成 11 年 3

月旧建設省）」においては、割引率は

4％としている。 

・ なお、同指針が改定された場合は、そ

の結果にあわせて割引率を見直すこと

とする。 

インフレ率 0％ ・ 過去 10 年間（平成 4 年度～平成 13 年

度）の対前年消費者物価指数の平均上

昇率は 0.44％であることから、本試算

においては 0％と設定する。 

ＰＦＩ方式にて

行う場合の民間

事業者の資本金

比率 

資本金比率を資金

需要の 10％とし、

資金需要の 10％が

1 千万円に満たな

い場合は一律 1 千

万円と設定 

・ 適切とされる資本金の額は、事業の内

容や方式、官民のリスク分担のあり方、

民間が請け負ったリスクを金融機関が

どのように評価するか等によって異な

るものと考えられる。 

・ 従って、実際の事業では、資本金の額

にはかなりの幅がでることが考えら

れ、適正額を算出することは困難であ

る。 

・ また、独立採算事業を含む場合では、

金融上の安定のために、需要変動の大

きさや公共の支援の態様に応じて、相

当程度（例えば、30％）の資本金を計

上する事業もある。 

・ 実際の事業の検討に当たっては事業内

容や事業スキーム等に即してより現実

的な設定とすることが必要である。 

事業期間 事業ごとに耐用年

数等を勘案の上、

従来型、ＰＦＩと

もに同期間を設定 

・ 維持管理・運営期間の設定に当たって

は、施設の減価償却期間、事業環境の

変動可能性（安定性）、事業の政策的ラ

イフサイクル、資金調達の可能性等を

総合的に検討して設定する必要があ

る。 
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項目 前提条件・前提値 主な考え方 

現在価値基準年 開業年度 ・ 現在価値の基準年の置き方としては、

開業年度と建設初年度の 2 通りが考え

られる。 

・ 実際のＰＦＩ事業の検討に当たって

は、他のマニュアル類との整合性、統

一性を考慮し、いずれの方法を採用す

るかを検討すべきと考えられる。（Ｐ

ＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣの比較に当

たって、同一の基準年を設定して比較

しなければならない） 

 

 


